
管理を行わせる公の施設の名称
指定管理者となる
団体の名称

指定期間

つがる市木造ふれ愛センター
公益社団法人　
つがる市シルバー人材
センター

令和３年４月１日から
令和６年３月３１日まで

つがる市三ツ館コミュニティセ
ンター「はすの館」

三ツ館常会
令和３年４月１日から
令和８年３月３１日まで

つがる市車力集出荷貯蔵施設、
つがる市車力野菜集出荷所、つ
がる市車力集出荷（予冷）施設、
つがる市車力野菜貯蔵施設及び
つがる市車力農業用機械格納庫

一般社団法人　
屏風山野菜振興会

令和３年４月１日から
令和８年３月３１日まで

つがる市稲垣交流センター 有限会社いながき
令和３年４月１日から
令和６年３月３１日まで

つがる市稲穂いこいの里 有限会社いながき
令和３年４月１日から
令和６年３月３１日まで

つがる市斎場及びつがる市車力
斎場

有限会社　
柏クリーンセンター

令和３年４月１日から
令和６年３月３１日まで

つがる市稲垣体育館及びつがる
市稲垣体育センター

特定非営利活動法人　
つがる市体育協会

令和３年４月１日から
令和８年３月３１日まで

つがる市立図書館
株式会社　
図書館流通センター

令和３年４月１日から
令和６年３月３１日まで

つがる市牛潟公民館、つがる市
車力体育センター及びつがる市
立車力柔剣道場

牛潟町内会
令和３年４月１日から
令和８年３月３１日まで

指定管理者制度は公の施設の管理運

営に対して民間事業者や NPO 法人等の参入を可能に

した制度です。民間のノウハウが施設の運営に活か

され、市民サービスの向上や管理運営の効率化が期

待できます。

数多くの人に利用されているつがる市立図書館▶

指定管理者の指定について（議案第105号～議案第113号）

10第68号−つがる市議会だより


